
青梅市告示第１００号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定に

より、次のとおり指定公金事務取扱者を指定したので、同条第２項の規定

により告示する。

令和８年６月８日

青梅市長 大勢待 利 明

１ 指定公金事務取扱者の名称および所在地

名 称 セブンイレブン青梅河辺町６丁目店

所 在 地 東京都青梅市河辺町６丁目１０番地の２

２ 指定公金事務取扱者に委託した公金事務にかかる歳入

予算科目 ごみ処理手数料

委託範囲 一般廃棄物処理手数料収納事務

３ 指定公金事務取扱者に指定した日

令和８年５月２１日

４ 指定公金事務取扱者に委託した日

令和８年５月２１日

５ 指定公金事務取扱者の委託期間

令和８年５月２１日から令和９年３月３１日まで

以 上


